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人口構造の局面の変化

「高齢者の急増」⇒「現役世代の急減」

2025年問題＝「少子高齢社会」
(団塊世代が後期高齢者に)

高齢者人口（65歳以上及び、75歳以上）の急増 等

2025年以降、
現役世代（生産年齢人口）が急減

2040年問題＝「少子高齢・人口減少社会」
(団塊ジュニア世代が高齢者に)

１.福祉人材をめぐる動向と国の人材確保策
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２０１６年度
（平成２８年度）

第７期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について

２０２０年度
（平成３２年度）

２０２５年度
（平成３７年度）

○ 第７期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護人材の需要を見ると、２０

２０年度末には約２１６万人、２０２５年度末には約２４５万人が必要。

○ ２０１６年度の約１９０万人に加え、２０２０年度末までに約２６万人、２０２５年度末までに約５５万人、年間

６万人程度の介護人材を確保する必要がある。

※ 介護人材数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する介護職員数に、介護予防・日常生活支援総合事業の

うち従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員数を加えたもの。

○ 国においては、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護

職の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。

注１）需要見込み（約216万人・245万人）については、市町村により第７期介護保険事業計画に位置付けられたサービス見込み量（総合事業を含む）等に基づ

く都道府県による推計値を集計したもの。

注２）2016年度の約190万人は、「介護サービス施設・事業所調査」の介護職員数（回収率等による補正後）に、総合事業のうち従前の介護予防訪問介護等に

相当するサービスに従事する介護職員数（推計値：約6.6万人）を加えたもの。

約
26
万
人

第７期計画期間（2018～2020） 第８期計画期間（2021～2023） 第９期計画期間（2024～2026）

約１９０万人

約２１６万人
（需要）

約２４５万人
（需要）

約
55
万
人

～～ ～～

厚生労働省資料

出典：第7回介護人材確保地域戦略会議資料 @全国社会福祉法人経営者協議会
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2.監理団体と社会福祉法人

監理団体・・・技能実習生の入国時に実習生に対して、
座学講習や、受入先での訪問指導・監査を行う

【技能実習制度】
社会福祉法人においては、「団体監理型」による受入れを行う

※監理団体との連携が必要不可欠

自法人の理念、ビジョンにマッチし、
安心して働くことのできる職場環境づくりに向けて、
共に励むことのできる監理団体の選定が重要
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３.監理団体の選定ポイント

その１受入れ実績・費用
監理団体には、実習実施者（社会福祉法人等）に対し、定期監査・訪問指
導を行う義務があります。
まずは、受入れを考えている施設・事業所に送出しができるかどうか確認したうえ
で、どのような送出機関と連携しているのか、また、これまでに受入れを行った人数
や国、受入れにかかる費用等を確認しましょう！

その２特定監理事業、一般監理事業

監理団体の認可には２つの区分があります。
一般監理事業の許可を得るためには、一定の要件をクリアし、「優良な監理団
体」として認められる必要があります。

監理団体の「優良要件」として、実習生の合格率などが考慮される
監理団体としても優良な実習実施者(社会福祉法人等)と付き合うことにメリット

監理団体からも「選ばれている」ということを意識！



@全国社会福祉法人経営者協議会
8

３.監理団体の選定ポイント

その３監理・教育・サポート体制
• 統括管理する役割である「監理責任者」がどのような人物か、良好な関係が築
けそうかどうか、チェックしましょう。

• 技能実習計画は、詳細な計画を具体的に記載することが求められます。監理
団体の技能実習計画作成指導担当者（計画作成をサポートする役割）がど
のような人物か、適切な支援が受けられるかどうか確認しましょう。

• 定期監査（３か月に１回以上）について、監査の具体的な内容とともに、定
期監査担当者の実績、介護業務等の経験などを確認しましょう。

• 訪問指導（少なくとも１か月に１回以上）について、どのような指導が受けら
れるかどうか、「指導担当者=技能実習計画作成指導担当者」であるかどうか、
確認しましょう。
※「指導担当者=技能実習計画作成指導担当者」であることがのぞましいとされています

• 入国後、それぞれの科目について、どのような講習がおこなわれているのか、確
認しましょう。

• 相談の受付時間、母国語の対応可否、実績など、相談支援体制を事前に確
認しましょう。
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471, 

30%

1107, 70%

監理団体数（特定監理事業）

介護職種有 介護職種無

381, 

25%

1122, 75%

監理団体数（一般監理事業）

約850のなかから探す必要 ⇒ 選定するためのものさしが重要！

３.監理団体の選定ポイント

2020/8/6時点
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４.外国人介護人材受入れガイドライン

外国人介護人材受入れガイドライン
外国人介護人材が安心して働くことのできる環
境を整備し、社会福祉法人と外国人介護人材、
関係機関等とが良好な関係を構築できるよう、
受入に際してチェックすべきポイントを整理したもの

外国人介護人材受入れガイドライン
【参考資料】

送出し国の人口動態、社会・経済の状況、
教育レベル、宗教等の情報を整理したもの

経営協会員法人の皆さまは
右記QRよりダウンロードできます


